
平成 22年 7月 8日 

社団法人曽於郡医師会行動計画(第 2回) 
 
 仕事と家庭の両立支援の更なる充実を図ることで、職員全員が自らの能力を

十分に発揮できるように雇用環境の改善を積極的に推進するため、次のように

行動計画を策定する。 
 
1 計画期間 平成 22年 8月 1日から平成 27年 7月 31日までの 5年間 
 
2 内 容  
 
 
 
 
 
 

目標 1 
 計画期間内に、育児休業制度をはじめ、両立支援制度の利用を進めるため

に全職員に対して周知を実施する。 

＜ 対策 ＞ 
平成 22年 8月～ 
効果的な周知を実施するため、周知方法の検討 
 
平成 22年 9月～ 
検討結果に基づいた両立支援制度や運用についての周知の実施 
 
 
 
 
 
 

目標 2 
 妊娠中や出産後の女性労働者に対して母性保護及び母性健康管理を適切

に行うための情報提供や相談窓口の設置 

＜ 対策 ＞ 
平成 23年 10月～ 
対象となる女性職員にとって、必要な情報内容の調査、相談窓口の運用につい

ての検討 
 
平成 24年 4月 
検討結果に基づいた情報提供・相談の実施 


